
 

 

令和３年１２月１７日、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関は、トラッ

ク運送事業者の安全対策について、事業所単位における取組を評価し、一定の

基準をクリアーした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「令和３年

度貨物自動車運送事業安全性評価事業」（Ｇマーク）の評価を決定し、申請事

業所 7280事業所のうち、令和 3年度安全性優良事業所として 7090事業所を

認定されました。 

茨城県関係では、申請件数 265件に対し、認定要件抵触数 5件で 260件にな

りました。詳細は新規申請５７事業所、初回更新４６事業所、２回目更新８２

事業所、３回目更新５３事業所、４回目更新２２事業所が審査の結果認定され

ました。これにより認定事業所は８９９事業所、認定取得率は２８．１％とな

りました。皆さまのご協力に感謝します。茨城県としましては、今後も引き続

き県内のＧマーク認定事業所の一層の拡大に向け、Ｇマーク取得のための普及

促進等を実施し、全国平均の３２．１％を目指し日々努めて参ります。 

 

２０２１年度「Ｇマーク」安全性優良事業所認定結果 

認定数は【茨城県：８９９事業所、認定率２８.１％】 

認定マーク『Ｇマーク』 

“Ｇ”の由来はＧｏｏｄ【良い】Ｇｌｏｒｙ 

【繁栄】の頭文字を取ったものです。 
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